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決 

議
（
案
） 

 

地
域
住
民
の
生
活
環
境
の
改
善
や
地
域
の
活
性
化
を
図
る
た
め
、
と
り
わ
け
防
災
性
の
向
上
や
安
全
で

快
適
な
通
行
空
間
の
確
保
、
良
好
な
景
観
の
形
成
や
観
光
振
興
等
の
観
点
か
ら
、
無
電
柱
化
の
取
組
を
計

画
的
か
つ
円
滑
に
進
め
る
こ
と
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。 

し
か
し
な
が
ら
欧
米
は
お
ろ
か
、
ア
ジ
ア
の
主
要
都
市
と
比
較
し
て
も
我
が
国
の
無
電
柱
化
割
合
は
著

し
く
低
く
、
災
害
に
よ
る
電
柱
の
倒
壊
に
伴
う
救
援
救
助
活
動
等
へ
の
影
響
や
、
通
学
児
童
の
い
た
ま
し

い
交
通
事
故
、
ま
た
、
地
域
の
人
々
の
誇
り
や
観
光
資
源
と
な
る
自
然
や
祭
り
な
ど
の
景
観
の
阻
害
な
ど

か
ら
、
無
電
柱
化
に
対
す
る
地
域
の
要
望
は
非
常
に
強
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。 

こ
う
し
た
中
、
本
会
が
強
く
要
望
し
て
い
た
無
電
柱
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
が
平
成
二
十
八
年
十
二

月
に
成
立
・
施
行
さ
れ
、
令
和
三
年
五
月
に
は
無
電
柱
化
推
進
計
画
が
策
定
さ
れ
た
。
ま
た
、
令
和
四
年

四
月
に
は
関
係
省
庁
に
お
い
て
「
新
設
電
柱
の
抑
制
に
向
け
た
対
応
方
策
」
が
と
り
ま
と
め
ら
れ
て
い

る
。
さ
ら
に
、
電
気
事
業
法
改
正
に
よ
り
令
和
五
年
度
か
ら
始
ま
っ
た
レ
ベ
ニ
ュ
ー
キ
ャ
ッ
プ
制
度
に
お

い
て
各
電
力
会
社
の
事
業
計
画
に
無
電
柱
化
が
明
確
に
位
置
付
け
ら
れ
た
。 

こ
れ
ら
を
受
け
、
我
々
は
、
市
区
町
村
無
電
柱
化
推
進
計
画
を
定
め
る
よ
う
努
め
、
必
要
に
応
じ
、
条

例
の
制
定
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、
道
路
法
第
三
十
七
条
や
無
電
柱
化
推
進
法
第
十
二
条
を
活
用
し
た
新

設
電
柱
の
占
用
禁
止
及
び
設
置
抑
制
に
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
と
す
る
。 

政
府
や
国
の
機
関
に
対
し
て
は
、
電
柱
が
な
い
こ
と
が
当
た
り
前
と
い
う
社
会
の
実
現
に
向
け
た
国
民

の
意
識
醸
成
に
努
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
求
め
る
。 

 

一 
 

資
材
価
格
の
高
騰
や
賃
金
水
準
の
上
昇
等
現
下
の
厳
し
い
状
況
で
も
、
国
家
的
な
重
要
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
で
あ
る
無
電
柱
化
を
着
実
に
推
進
す
る
た
め
、
道
路
関
係
予
算
を
拡
大
し
た
上
で
、
所
要
額
を

満
額
確
保
す
る
こ
と
。 

一 
 

無
電
柱
化
を
総
合
的
、
計
画
的
か
つ
迅
速
に
推
進
す
る
た
め
、
新
た
な
無
電
柱
化
推
進
計
画
に
基

づ
き
、
事
業
の
確
実
な
実
施
と
必
要
な
予
算
を
確
保
す
る
こ
と
。
特
に
、
電
柱
倒
壊
の
危
険
度
が
高

い
市
街
地
の
緊
急
輸
送
道
路
の
無
電
柱
化
を
推
進
す
る
た
め
「
防
災
・
減
災
、
国
土
強
靱
化
の
た
め

の
５
か
年
加
速
化
対
策
」
に
必
要
な
予
算
・
財
源
を
明
確
に
位
置
付
け
計
画
的
に
事
業
を
推
進
す
る

と
と
も
に
、「
防
災
・
減
災
、
国
土
強
靭
化
の
た
め
の
５
か
年
加
速
化
対
策
」
後
も
予
算
・
財
源
を
通

常
予
算
と
は
別
枠
で
確
保
し
て
、
継
続
的
に
取
り
組
む
こ
と
。 

一 
 

大
雪
等
異
常
気
象
時
の
大
規
模
停
電
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
無
電
柱
化
に
つ
い
て
、
電
線
管

理
者
が
主
体
的
に
実
施
す
る
こ
と
。 

一 
 

市
区
町
村
無
電
柱
化
推
進
計
画
の
策
定
に
対
し
技
術
的
・
財
政
的
な
支
援
を
行
う
と
と
も
に
、
計

画
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
無
電
柱
化
事
業
に
対
し
、
財
政
的
な
重
点
支
援
を
行
う
こ
と
。 

一 
 

新
設
電
柱
の
抑
制
、
発
注
方
式
の
工
夫
な
ど
事
業
の
ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ
を
図
る
手
法
の
確
立
に
つ

い
て
、
関
係
省
庁
が
連
携
し
取
り
組
む
こ
と
。 

一 
 

電
線
管
理
者
と
連
携
し
、
小
型
ボ
ッ
ク
ス
等
の
活
用
や
直
接
埋
設
工
法
な
ど
低
コ
ス
ト
手
法
の
導

入
を
進
め
る
ほ
か
、
地
上
配
線
の
実
現
可
能
性
調
査
・
検
討
を
行
い
、
無
電
柱
化
に
要
す
る
コ
ス
ト

を
大
幅
に
縮
減
す
る
こ
と
。 

一 
 

緊
急
輸
送
道
路
に
お
け
る
既
設
電
柱
に
つ
い
て
、
関
係
機
関
が
連
携
・
先
導
し
、
早
期
に
占
用
制

限
を
開
始
す
る
こ
と
。 

一 
 

電
線
管
理
者
が
道
路
事
業
等
に
あ
わ
せ
て
行
う
単
独
地
中
化
に
つ
い
て
、
電
線
管
理
者
と
道
路
管

理
者
が
協
力
し
て
実
施
す
る
体
制
を
整
え
る
と
と
も
に
、
電
線
管
理
者
が
自
ら
行
う
単
独
地
中
化
に

係
わ
る
財
源
が
着
実
に
確
保
さ
れ
る
よ
う
、
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。 

右
、
決
議
す
る
。 

令
和
五
年
六
月
八
日 

「
無
電
柱
化
を
推
進
す
る
市
区
町
村
長
の
会
」
令
和
五
年
度
定
期
総
会 


